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平成２３年度 第１１回大垣市景観遺産審議会 会議録 

日 時：平成２３年１１月２４日（木） 午後３時から午後４時 

場 所：大垣市役所 本庁２階 第１会議室 

議 題：大垣市景観遺産の指定について ほか 

出席委員（敬称略） 

溝口 正人（会長）、髙木 朗義（会長代理） 

森川 賢治、杉原 重明           【計４名】 

欠席委員（敬称略） 

坂東 肇                  【計１名】 

市及び事務局 

安田 浩二（都市計画部長） 

渡辺 峰男（都市計画課長） 

中井 正幸（文化振興課長補佐） 

下中 正人（都市計画課景観整備係長） 

渡部 直樹（都市計画課景観整備係） 

髙木 康洋（都市計画課景観整備係）     【計６名】 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

※開会にあたって（会長へ議事進行をお願いするまでの間、議事

を進行） 

 

※都市計画部長あいさつ（略） 

 

＜議事進行については、大垣市景観条例施行規則第３９条第２項

の規定により、会長が会務を総理することとなっているため、

以降の議事は会長が執り行う。＞ 

 

※本日の審議会は、大垣市景観遺産の指定に関する審議となり、

大垣市情報公開条例第６条に定める非公開情報についても審

議することになるため、前回と同様に非公開とすることを報告 

 

※議事録署名者として森川委員を指名 

 

※事務局に対し、議事（２）①「大垣市景観遺産答申物件の同意

取得状況について」、②「大垣市景観遺産指定候補物件の講評

内容等について」、③「大垣市景観遺産の随時募集について」

の説明を要請 

 

※大垣市景観遺産答申物件の同意取得状況について【資料１】 

・物件所有者等に連絡及び趣旨説明を行い、民間の物件所有者
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会 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

からは同意書を、公共の物件については所管課等から了解を

得て、２３件中１４件の景観遺産が指定できる状態になった。 

・２件の物件名称に関する報告 

○物件１５「下野家枝垂れ桜と水屋」⇒「下野家枝垂れ桜と

蔵（水屋）」 

○物件１９「五井家と九里半街道」について、「五井家」の前

に「牧田宿の」と入れる提案があったが、前回の指定物件

の名称と統一して変更せず。 

・指定辞退等物件について説明⇒予備登録 

新規物件「渡辺酒造酒蔵」「矢橋家住宅」を含む９件 

 

※大垣市景観遺産指定候補物件の講評内容等について【資料２】 

・ホームページ、パンフレットに掲載する物件の説明（講評内

容）について、景観上の特徴を考慮して加筆修正を依頼。 

 

※大垣市景観遺産の随時募集について【資料３】 

・平成２３年１１月４日から随時募集を開始（リーフレット・

ホームページ） 

・随時募集の今後のスケジュールについて説明（平成２４年３

月末までの応募分を一時集約する予定だが、件数次第で平成

２４年１２月末まで延長する可能性あり。） 

・その後の募集については、毎年１月から１２月までの１年間

を目途に集約し、翌年１０月に指定する予定。 

 

ありがとうございました。まとめての説明でしたが、②の講評

内容等につきましては、事務局から説明のありましたスケジュー

ルにより１２月５日までにご確認いただきたいと思います。 

講評内容の字数につきましてはどうですか。 

 

概ねこの案程度の字数で、若干の多い少ないにつきましては調

整させていただきますが、大きく変更が必要な場合には、またご

相談させていただきます。 

 

一部由緒、来歴についてたくさん書かれており、景観遺産の価

値付けが強く出ていない部分もありますので、先生方には一度お

目通し願い、忌憚のないご意見をいただきたいと思います。 

それから、③の随時募集につきましてはいかがでしょうか。少

し順番が前後しますが、これで２年度続けて指定を行い、一段落

したところで、また改めて市民の方から応募いただくという今ま
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での延長上であるかと思いますので、様子を見ながら年度ごとで

進めていくということになります。 

随時募集になりますと、出していただいた応募者の方から「あ

れを出したけどどうなっているのか」という話になるでしょうか

ら、そのあたりについてどのように整理していくのかは、随時、

状況をみて検討していただくということになるのでしょう。 

今後、状況がどうなるのか分からない部分もあると思いますの

で、その様子を見ながら進めていくということが、今の【資料３】

にあります事務局のご説明だったと思います。 

パンフレットは、主要な所には配付しているのでしょうか。 

 

すでに配付しております。 

 

応募いただいたものに関して、その後１年経っても２年経って

も状況が分からないということにはならないようにしていただ

くことが、応募者の方にとっての気配りと言いますか、留意する

点だと思います。 

本題に戻り、①ですが、冒頭の説明にもありました同意の取得

状況について、今日この場で先生方のご意見をいただき、ご協議

いただいて正式に指定に至るということになります。 

名称の変更につきましては、先程の水屋の件のように、所有者

の方が普段呼んでいる建物の名前と、他の方が認識する名前とは

異なるような気がしますので、括弧書きで配慮いただいたという

ことだと思います。それから、予備登録で挙がっております五井

家についても同意をいただけたということですが、委員の先生方

には現地視察していただいた中でも、高い評価を得たもので、そ

の懸案がいい方向に進んだということになります。名称について

も、今まで指定してきたものの延長上ですり合わせをしていただ

いたということです。 

渡辺酒造に関しましては、外壁の傷みを直されるなどの理由

で、今回は辞退という形になりましたが、説明にありましたとお

り建物そのものが無くなるわけではなく、長い目で見て状況がま

た変わってくる場合もあるのではないかと思います。後ほどまた

話題になると思いますが、指定した後の、今後の行政としての取

り組みで、状況も変わり得るのかなと思っています。 

予備登録１の福田頭首工ですが、あくまでもこの審議会として

は価値を認めて予備登録にし、景観遺産に十分なり得る、その条

件を備えたものだという姿勢は崩すべきではないと思っており

ます。価値が非常に高いということ、そういう評価であったとい
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うことを、担当部局には伝えていただきたいと思います。 

それから、東日本大震災で被害が頻発した影響でレンガ造りの

建物は非常に旗色が悪く、茨城辺りではレンガ造りの倉庫とか土

蔵が続々取り壊されてしまったという経緯があり、耐震性の危惧

等も含めての所有者の意見であろうかと思いますが、渡辺酒造と

同じように、景観遺産だけの話なのか、文化財関係である教育委

員会も含めて、大垣市トータルでこういう物件にどう臨んでいく

か考えなければならない案件であり、そういったところがうまく

担保されないと所有者の方もなかなか指定を受けて残すという

ことにはならないと、改めて感じております。この審議会だけで

はなく、可能な限り仕組みづくりというものを改めて検討してい

ただけたらと思います。 

それでは、物件として整理されたもので新規分の候補物件から

１０番、１１番が予備の方に回り、予備の４番が候補物件になり、

最終的には１４件ということでよろしいですね。 

この指定番号というのは、どのような順でしょうか。 

 

前回指定の４６件に続き、４７番から６０番まで付けておりま

す。 

 

その４７番から６０番までの順番というのは、どういう順番で

すか。 

 

この順番は候補物件の並び順で、前回と同様に大垣市の中心部

から順番に、４７番以降の番号を付けております。 

 

そのあたり、もう一度整理をお願いします。 

 

はい。了解しました。 

 

景観遺産の指定については、また後ほどお時間をいただくこと

として、時間の都合上、先に進めさせていただきます。 

今後のスケジュールや取り組みについて、随時募集については

先程説明がありましたが、今後の指定についての懸案事項も挙が

っておりますので、その議論を先にいたしたいと思います。 

事務局から説明お願いします。 

 

※今後のスケジュールについて【資料４】 

・今回の候補物件の指定に関するスケジュール 
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・第１２回審議会の開催（応募物件の選考・諮問） 

 

今後の取り組みについて、いくつか懸案事項がありましたが、

そのあたりについてはどうですか。 

 

※地域活動や地域から見た関係、地域に着目した今後の景観遺産

制度について、基準の見直しや活動そのものの評価が難しいた

め、運用の仕方や枠組みについて議論をお願いする。 

 

事務局からの提案につきまして、委員の先生方からご意見をい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

前回の審議会からも少し話がありましたように、惜しい物件、

まちづくりといいますか保全活動をされている方々の情報をお

聞きましたが、景観遺産をこれから市としてどのように活用して

いくのかということへ繋がっていくものだと思います。 

活用方法については是非考えていただき、特に前回４６件が今

回１４件で、これからは随時募集になりますが、なかなか応募が

無い中で、せっかく景観遺産という制度を作ったのですから、も

う少し広くといいますか、例えば、大垣市全体として誇れるもの

もありますが、もう少しローカルといいますか、地域の中で愛さ

れているものにも着目し、しかしながら、基準は厳格なものとし

て取り扱っていかなければならないものですから、そういう中で

も少し違った視点もあり、より広く地域の中で残していけるもの

を指定していけば、残していきたいという気持ちが高まり、まち

づくりに繋がっていく、そういう方向性があるのではないかと思

います。 

 

歴史的なものを評価しようとする時に、エリアを限定するとい

うのは地域のコミュニティに直結してくる問題で、ソフトの部

分、景観遺産をうまく作っていくような地域レベルでの取り組み

といいますか、活動ということで、景観行政としてどう扱ってい

くのかということですね。 

今日すぐに結論が出る話ではないですが、何となく輪郭は出来

てきたので、その原点に立ち戻り、市民の景観への取り組みであ

るとか、コミュニティに密着した活動のような存在をどう評価付

けるか、他の自治体でもいろいろな取り組みが出てきており、例

えば名古屋市ですと、認定地域建造物資産とか登録地域建造物資

産というものがあります。 
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※事務局より名古屋市の資料を配付 

 

大垣市として、景観と歴史的なものを今後どう維持し、活用し

ていくかに繋がっていきますので、追加は今後も受け付けていく

一方で、髙木先生からもお話しがありましたように、より良い景

観づくりのために、制度そのものの根本に立ち返って評価するよ

うな方法についても、事務局で一度検討していただきたいと思い

ます。 

景観遺産の指定物件一覧等につきましては、今回中締めという

ような形になりますので、その他ご意見いただけたらと思います

が、いかがでしょうか。 

 

今回までに多数指定したわけですが、指定するだけではなく、

指定した物件を時々訪ねることも必要ではないかと思います。所

有者や地元の方と話をする中で、他にも良いものがあるというよ

うなことがあるかもしれません。 

 

２回目の指定ということになりますが、墨俣ではほとんど出た

のではないか、今後募集する中で応募が出てくるのか心配してお

ります。 

運用の面でいいますと、個人の住宅や水屋が下野さんを含め３

件になります。そういった個人の住宅を所有者の方にご理解いた

だき、例えば、そこを見学させていただくとか活用させていただ

くというような方法をとらなければならないと思います。 

大垣市全体としましては、牧田宿とか赤坂宿とか墨俣宿とかあ

りますが、そういったものを含めて何かイベントやウォーキング

などをやれば、また違ったものが出てくるのではないかと思いま

す。 

 

今後、追加で応募があるとは思いますが、ある程度指定した上

で、それが何十件にも及ぶということはなかなか難しいかもしれ

ませんので、指定された景観遺産をどう上手く維持し活用してい

くかというところの枠組みづくりといいますか、それを上手く景

観行政に組み入れていただくような取り組みが必要になってく

ると思います。 

景観遺産を訪ねるというような活動をしようと思うと、個人の

住宅だと公開していただけるのかということもありますし、綺麗

に維持、管理していただくためには、行政のサポートがないと、
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折角指定された物件も活かされていかないと思います。 

今日は、直接そこまで踏み込んで具体的な議論をするわけでは

ありませんが、事務局や担当部署の方々に、改めて事後の物件そ

れぞれに対するアフターケアの問題、それからそれを上手く活か

して具体的にどのような形で活用し、市民により親しいものとし

て公開していくような土壌の整備についても、改めて検討してい

ただきたいと思います。 

講評の文面については、委員の先生方にお目通しいただくと同

時に、事務局内部でもブラッシュアップしていただきたいと思い

ます。内容的に状況説明が多いので、市民に対して、どこをどう

評価したのかを分かりやすく上手く文言として入れていただき

たいと思います。 

それから、髙木先生からご提案もありましたが、今日この場で

という話ではありませんので、大垣市全体の取り組みの中で、ど

ういった形が良いのか、一度事務局の方で関連、類似した取り組

みを整理していただきたいと思います。 

 

※名古屋市の歴史的建造物の「登録」「認定」制度について説明 

・認定地域建造物資産 

・登録地域建造物資産 

 

名古屋市では、現市長が歴史的なものを重要視しており、歴史

まちづくりを進めていこうという中で、新たに作られた制度だそ

うです。質に応じて登録と認定という形で線引きをしており、認

定になると補助金などの経済的支援が受けられるという制度で

す。そのような認定後の枠組みについても行政として是非検討し

ていただきたいと思いますし、その制度があってこそ景観遺産が

維持されますので、行政としてどうサポート出来るのかを制度と

して考えていただく必要があると思います。これに類する取り組

みというのは他の自治体もやっているとは思いますが、登録と認

定という形で技術的支援と経済的支援を用いて残していこうと

いうことです。先程、髙木先生も言われたローカルなものと同じ

ような部分もあると思い、参考までに紹介させていただきまし

た。 

また、この点につきましては以後の課題という形で事務局でも

整理して、制度としての可能性についても検討していただきたい

と思います。 
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審議会次第と前後しましたが、本日ご確認いただきました案件

につきましては、スケジュールのとおり進めていくということで

すが、何かご意見ご質問等ございませんでしょうか。 

 

（意見・質問なし） 

 

その他、ご意見ご質問等ございませんでしょうか。 

 

（意見・質問なし） 

 

それでは、本日予定されている議案は以上です。 

 

ありがとうございました。本日ご提示させていただきました 

１４件について、スケジュールのとおり指定に向けて進めさせて

いただきたいと思います。 

それでは、これをもちまして本日の審議会を閉会とさせていた

だきます。どうもありがとうございました。 

 

 

（終了時刻 午後４：００） 

 

配布資料 

一覧 

・大垣市景観遺産候補物件一覧【資料１】 

・大垣市景観遺産指定候補物件一覧【資料２】 

・大垣市景観遺産の随時募集について【資料３】 

・今後のスケジュール【資料４】 

・大垣市景観遺産審議会委員名簿 

 


